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1．液状化による「相応の被害」の判断の基準 
●「相応の被害」については、下記の２つの観点から、総合的に判断します。 

ア 変状の規模 

宅地に発生した変状の規模（大きさなど）が一定程度以上であること 

→具体的な数値や規模などは、８ページの別表１～４（判定基準チェ

ックリスト）に記載しています。 

 

イ 生活への支障や宅地内外への危険性など 

宅地の変状により、生活への支障や宅地内外への危険性などが具体

的に生じて（又は生じる可能性が明らかである）おり、対策を講じる切

迫性があること 

   →「液状化被害状況説明書」に、具体的に記述してください。相談・

申請窓口において、状況をお聞かせいただくことがあります。 

 

●このほか本補助金の要件として、『液状化による被害である』ことも 

必要です。（「新潟市液状化被災宅地等復旧支援事業 ご利用の手引き」

３ページ参照） 

 

 

 

※本書の写真・図は「被災宅地の調査・危険度判定マニュアル（被災宅地危険度判定連絡協議会）」より引用しています※ 

(一部損壊の方へ) 

「宅地の相応の被害」とは 

◎罹災証明書において「準半壊に至らない（一部損壊）」とされた場合でも、

液状化による宅地の被害が相応の規模であると認められるときは、

本事業の対象となります（※）。 

※その他の要件もありますので、詳しくは「新潟市液状化被災宅地等復旧支援事業 ご利用の手引き」

をご確認ください。 

◎補助金申請をご検討の場合、本資料にそって、必要書類をご準備ください。 

 ～ 新潟市液状化被災宅地等復旧支援事業～ 
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2．必要な書類・資料と手続き 
○下記の資料により、被害状況について申告してください。 

（１）液状化被災状況説明書（写真含む） →３ページへ 

（２）判定基準チェックリスト      →８ページへ 

 

 ○申告は、補助金交付申請と同時に行っていただきますが、事前相談も行っ

ています。写真などの資料をお持ちのうえ、相談・申請窓口までお越しく

ださい。（電話では詳細が確認できないためお答えできません） 

 

○なお、本市が現地を確認し適否を判定するものではなく、お求めがあって

も現地確認に応じるものではありません。（ただし不正申告・申請が疑わ

れる場合など、補助金事業としての適切性の確保のため必要なときは、市

が現地を確認することがあります） 
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3．液状化被災状況説明書の書き方 
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液状化被災状況説明書の書き方の解説 

★液状化による宅地被害がどのように発生したか、被害の状況や規模などを

説明いただく資料です。添付する写真とチェックリストとが整合するよ

う、作成してください。 

★なお本書は、補助金交付申請の添付書類としても必要です。 

★既に復旧工事が終わっているなど、地震発生直後の被害状況などの写真が

ない場合は、復旧工事中の写真や復旧工事の痕跡など、被害状況を推測で

きる写真を代替で添付してください。 

① 発災時の状況 

・地震によりどのような被害が発生したかについて、該当するものの

□を黒塗りしてください。 

・選択肢に該当しない、又はどれに該当するか不明なときは、『その他』

にその状況を具体的に記述してください。 

・宅地の前面の道路や隣接地の状況などについても、可能な範囲で『そ

の他』にご記載ください。 

・その宅地の被害により、「生活への支障」や「宅地内外への危険性」

などがどのように生じて（又は生じる可能性が明らかである）いる

か、具体的に記述してください。 

 【記述の例】 

≪生活への支障≫ 

①地盤が沈下し、宅地と道路と１５ｃｍの段差が生じたため、車庫

から自動車が出せず、通勤や通学、買い物などに支障が生じてい

る。 

②玄関から道に出るまでの階段（アプローチ通路）の地盤が割れて

傾斜しており、通行できないため、一時的に隣家敷地を通らせて

もらい出入りしている。 

 

≪宅地内の危険性≫ 

③深さ１ｍ程度の陥没が庭に発生しており、人が誤って落下し埋ま

るおそれがある。 

④幅５ｃｍの地盤のひび割れが建物の下へ伸びるように発生し、建

物下の地盤の軟弱化による基礎の損傷や沈下が懸念される。 

⑤住宅が２０ｃｍ沈下し、基礎の換気口から雨水が床下に流れ込む

状態となっており、カビなど衛生・健康上の懸念のほか、土台や

柱・梁の木材の腐朽のおそれがある。 

 

≪宅地外への危険性≫ 

⑥道路際の擁壁が一部崩れており、さらに崩れることで道路の通行

者へ危害を与えるおそれがある。 
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液状化被災状況説明書の書き方の解説（つづき） 

② 発災時の状況写真 

・①で□を黒塗りした被害について、カラー写真を入れてください。 

・写真の枚数が多いなどの場合は、この用紙と別に写真を印刷してい

ただいて構いません（無理やりこの欄に全ての写真を収める必要は

ありません）。 

★写真のポイント★（以下が読み取りやすい写真をお願いします） 

○被害の全貌 

→「何に、どこの部分に」「どのような被害・変状が生じたか」 

○被害の大きさ 

→「大きさはどれくらい（例：ひび割れの幅、かん没の深さ）か」 

 

被害写真の撮り方の例 

例 1．地盤のひび割れ 

◎被害状況写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ポイント★ 

被害の全貌を撮影 
（「アプローチ土間」に「ひび割れ」発生） 

◎被害の大きさ写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ポイント★ 

変状（ひび割れ）の幅がわかるよ

うメジャー等を当てて撮影 

例２．地盤の段差  

◎被害状況写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ポイント★ 

被害の全貌を撮影 
（「アプローチ土間」に「段差」発生） 

◎被害の大きさ写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ポイント★ 

変状（段差）の高さがわかるよう

メジャー等を当てて撮影 
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液状化被災状況説明書の書き方の解説（つづき） 

例３．地盤のかん没 

◎被害状況写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ポイント★ 

被害の全貌を撮影 
（「建物の基礎の周り」に「かん没」発生） 

◎被害の大きさ写真 

測定写真なし 

発災後に測定しておらず、 

既に復旧工事を実施済みで 

測定できないケース 

★ポイント★ 

メジャーで測定している写真は

ないが、写真内の建物（窓や配管）

の大きさと対比し、かん没の深さ

は明らかに２０ｃｍ以上あると

推定できる 

例４．【よくない例】地盤のひび割れ 

×被害状況写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ポイント★ 

被害の全貌を撮影 
（「駐車ｽﾍﾟｰｽ舗装」に「ひび割れ」発生） 

×被害の大きさ写真 

測定写真なし 

発災後に測定しておらず、 

既に復旧工事を実施済みで 

測定できないケース 

★ポイント★ 

ひび割れは確認できるが、大きさ

（幅３ｃｍ以上かどうか）の推定

が写真内のものと対比しても困

難なため、このままでは「相応の

被害」と確認できない。 
（↓↓↓そのようなときは↓↓↓） 

工事の施工中写真や工事完了後

の補修痕跡の測定写真など、補足

資料で被害の大きさが推察でき

る場合もあります。幅広く資料を

ご用意ください。 
 

× 
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液状化被災状況説明書の書き方の解説（つづき） 

③ 説明図等 

宅地（敷地）を空から見下ろした図（配置図）として、家や前面の道

路、隣家との境界などを表示し、 

（１）宅地（敷地）のどの位置で発生したか 

（２）地割れ、陥没など、どのような（形状の）被害が発生したか 

（３）発生した被害の大きさはどれくらいか 

 

・専門家が作成した図面である必要はありません。ご自身の手書きで

ＯＫです。 
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4．判定基準チェックリスト 

別表 １ 宅地地盤の被害  

（以下①～⑤のいずれかに該当するもの） 

① 地盤のひび割れ（ア又はイのどちらか一つ、かつウに該当するもの） 

□ア．幅が３ｃｍ以上の地盤のひび割れがある 

□イ．地盤のひび割れが複数ある 

□ウ．ひび割れ付近にて、液状化により、水や砂がふき出た 

写
真
イ
メ
ー
ジ 

 

② 地盤のかん没（穴状のくぼみ） 

□深さ２０ｃｍ以上のかん没が生じた 

写
真
イ
メ
ー
ジ 

 

 

 

 

 

③ 地盤の沈下（土地の全体的な沈み込み） 

□１０ｃｍ以上の沈み込みがある 

写
真
イ
メ
ー
ジ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア・イは 
どちらか 

１つでＯＫ 
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④ 段差の発生（地盤の沈み込みや盛り上がりにより、線状に生じる上下

方向のずれ） 

□高さ２０ｃｍ以上の段差が発生した 

□【液状化による水・砂のふき出しがあった場合】 

高さ２０ｃｍ未満の段差が生じた 

写
真
イ
メ
ー
ジ 

 

⑤ 地盤の隆起（盛り上がり） 

□地盤の隆起が発生した 

写
真
イ
メ
ー
ジ 

 

 

どちらか 
１つでＯＫ 
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別表 ２ のり面（がけ斜面）の被害  

（以下①～③のいずれかに該当するもの） 

① のり面のひび割れ（ア又はイのどちらか一つ、かつウに該当するもの） 

□ア．幅が１５ｃｍ以上のひび割れがある 

□イ．全面にひび割れ（大きさ問わず）がある 

□ウ．のり面からのわき水、落石が発生した 

写
真
イ
メ
ー
ジ 

 

 

 

 

 

 

 

② のり面のふくらみ、崩れ 

（ア又はイのどちらか一つ、かつウに該当するもの） 

□ア．のり面に１０ｃｍ以上のふくらみ（隆起）が生じた 

□イ．のり面の１０ｃｍ未満のふくらみ（隆起）に加え、 

   わき水や落石が生じた 

□ウ．のり面の土砂の滑り落ち、崩落が生じた 

写
真
イ
メ
ー
ジ 

 

③ のり面の水による浸食 

□地震後の雨などで、のり面に流水による削れ（浸食）が発生した 

写
真
イ
メ
ー
ジ 

 

 

（のり面からの落石） 

イメージ（のり面土砂の滑り落ち・崩落）

イメージ（雨水による土砂の削れ）

ア・イは 
どちらか 

１つでＯＫ 

ア・イは 
どちらか 

１つでＯＫ 
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別表３ 擁壁のタイプ 
●擁壁のタイプごとに基準が異なります。以下の３種のうち、該当するものをご参照く

ださい。 

●該当するものがない場合、該当するか不明な場合などは、写真等の資料をご用意のう

え、窓口にてご相談ください。（電話では詳細が確認できないためお答えできません） 

①練
ねり

石
いし

・ﾌﾞﾛｯｸ積み擁壁 

→別表３－１ 

（１２ページ） 

②コンクリート擁壁 

→別表３－２ 

（１４ページ） 

③空
から

石
いし

積み擁壁 

→別表３－３ 

（１５ページ） 

・ﾌﾞﾛｯｸや石材をｺﾝｸﾘｰﾄ

などで接着し積上げ

たもの 

・ｺﾝｸﾘｰﾄの板状の擁壁 ・石材を積み上げた擁

壁で、ｺﾝｸﾘｰﾄなどによ

る接着のないもの 
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別表 ３－１ 練石・ﾌﾞﾛｯｸ積み擁壁の被害 

（以下①～④のいずれかに該当するもの） 

① 擁壁積みのふくらみ 

□擁壁にふくらみ（変形）とともに、擁壁の上の地盤にひび割れが生

じている 

写
真
イ
メ
ー
ジ 

 

② 擁壁の手前（がけ下側）への傾き 

□擁壁が垂直以上の角度で傾いている 

写
真
イ
メ
ー
ジ 

 

③ 擁壁の折損（ア・イのどちらか一つに該当するもの） 

□ア．割れ目を境に、上下で角度が明らかに 

異なるように変形 

□イ．積み石の抜け落ちがある 

写
真
イ
メ
ー
ジ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イメージ 

（擁壁のふくらみ・上面地盤のひび割れ）

イメージ 

（擁壁の手前（がけ下側）への傾き 

イメージ 

（擁壁の折損） 

どちらか 
１つでＯＫ 
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別表 ３－１ 練石・ﾌﾞﾛｯｸ積み擁壁の被害 

（以下①～④のいずれかに該当するもの） 

④ 擁壁の崩落 

□中間あたりから滑り落ちるように崩落している 

写
真
イ
メ
ー
ジ 

 

  

イメージ 

（擁壁の崩落） 
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別表 ３－２ コンクリート擁壁の被害  

（以下①・②のいずれかに該当するもの） 

① 擁壁の手前（がけ下側）への傾き 

□擁壁が正常位置より前傾・倒壊し、その機能を失っている 

写
真
イ
メ
ー
ジ 

 

② 擁壁の折損（ア・イのどちらか一つに該当するもの） 

□ア．割れ目を境とし、その上下で角度が異なるように 

擁壁の前（がけ下側）へ傾いている 

□イ．横方向に折れるような破壊があり、 

擁壁の奥（がけ上側）へ傾いている 

写
真
イ
メ
ー
ジ 

 

 

  

イメージ 

（擁壁の倒壊） 

イメージ 

（折れた擁壁のがけ下側への傾き） 

イメージ 

（折れた擁壁のがけ上側への傾き） 

どちらか 
１つでＯＫ 
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別表 ３－３ 空石積み擁壁の被害  

（以下①～③のいずれかに該当するもの） 

① 擁壁の移動（ズレ） 

□５ｃｍ以上の水平移動（すき間）が生じた 

写
真
イ
メ
ー
ジ 

 

② 擁壁の積み石の抜け 

□積み石の中抜け（抜け落ち、飛び出し）が発生した 

写
真
イ
メ
ー
ジ 

 

③ 擁壁の崩落 

□擁壁の積み石が滑り落ちている 

写
真
イ
メ
ー
ジ 

 

  

イメージ 

（積み石の抜け） 

抜け落ち 

イメージ 

（積み石の滑りおち） 
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別表 ４ 建物の沈下  

（以下①に該当するもの） 

① 建物の沈下 

□建物が、１０ｃｍ以上沈下した 

写
真
イ
メ
ー
ジ 

 

 

 


